
校内救急体制                【 別紙１ 】 

 

１．事故発生時の校内連絡経路 

       

  ２．緊急時近隣医療機関 

 

総合病院 

 

四国こどもとおとなの

医療センター 

香川労災病院 

善・仙遊町 

 

丸・城東町 

℡ ６２－１０００ 

 

℡ ２３－３１１１ 

内  科 アイシークリニック 善・原田町 ℡ ６２－０１１８（学校医） 

外  科 安藤医院 善・上吉田町 ℡ ６２－０１２９ 

整形外科 三宅整形 

リハビリクリニック 

まつねクリニック 

 

善・生野町 

丸・三条町 

 

℡ ６３－２０１０ 

℡ ５８－０５１１ 

眼  科 戸倉眼科 善・上吉田町 ℡ ６２－００１１（学校医） 

歯  科 杉本歯科 善・原田町 ℡ ６２－３６６０（学校歯科医） 

耳 鼻 科 小野耳鼻科 善・文京町 ℡ ６２－２２７７（学校医） 

 

               

       学年主任等 

 

  学級担任    保 護 者 

 

                                                    

                                                                 

              事務室～輸送手配 

                              

＊ 救急車【１１９番】の要請判断は保健主事又は養護教諭がし、校長の承認を得ると同時に、

事務室に連絡する。【いつ・どこで・だれが・何をしていて・どのような状態か】 

（小さな傷害や軽い疾病の場合は、保健室にて応急処置・静養等を行う。） 

＊ 連絡経路図中不在の場合、そこを除き連絡する。 

 ＊ 指導者又は関係職員が、医療機関への搬送に同行する。 

       

 

 

 ＊ 救急搬送でない場合、医療機関への搬送は、原則として保護者にお願いする。 

 ＊ 緊急やむを得ない場合を除き、関係者・機関への連絡・報告は、事後できる限り早くに行う。 

【事故発生 

現場】 

・指導教諭 

保健主事 

養護教諭 

（救急処置） 

・医療機関の受診に際しては、保護者の了解を得る。 

・タクシーを利用する。（原則として、私有者に乗せて行かない） 

医 療 機 関 

校 長 ・ 教 頭 


